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重点提案・要望書 

 

 

町村は、文化・伝統の継承はもとより、自然環境の保全、食料の供

給や水資源の涵養など、国民生活を支える重要な役割を果たしてきま

した。 

「地方創生2.0」では、地方自らが主体的に取り組むことが重視され

ていますが、町村は、急速な少子高齢化や人口減少などの課題を抱え、

さらに、米国の関税措置など世界経済の不安定化や国内の物価高騰も

相まって、厳しい財政運営を余儀なくされています。 

町村では、これまでも少子化対策や地域産業の振興に努め、人口減

少の抑制と積極的な地域活性化に取り組むなど、地域社会を持続可能

なものとするために、創意工夫を凝らしてきたところです。 

我々町村長は、相互の連携を一層強化しながら、地方創生の更なる

推進に取り組むとともに、地域の特性や資源を活かした施策を展開し、

住民一人ひとりが豊かさを実感できる地域づくりに全力を尽くす決意

です。 

町村がそれぞれの個性を活かした多様で活力ある地域を形成し、次

世代に引き継ぐためには、地方分権の推進とともに、町村自治の確立

とその前提となる財政基盤の強化が不可欠であることから、別記事項

について、長野県町村長の総意として要望いたしますので、来年度の

施策・予算に反映いただくようお願い申し上げます。 

 

 

 

  令和７年１１月７日 

        長 野 県 町 村 会 

           会 長  羽 田 健 一 郎 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重点提案・要望項目 
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－1－ 

１ 災害に備えた公共事業の推進 
 

＜提案・要望内容＞ 

１ 頻発化・激甚化する自然災害に備え、山林や河川等の地域の実態に応じて、治山・

治水・砂防事業等を一体的かつ効果的に推進するとともに、防災・減災の観点から、

緊急輸送路や高速道路網、橋梁、上下水道、利水施設等の整備を促進すること。 

国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計画に基づき、計画的な事業執行に有

効な当初予算で措置するとともに、事業を着実に実施できるよう、安定的かつ十分な

財源を確保するよう国に働きかけること。 

災害復旧事業については、再度災害を防止するため、改良復旧による整備を積極的

に推進するとともに、復旧事業の採択基準の緩和や災害査定等の手続きの簡素化など、

早期の復旧に取り組めるよう柔軟な対応を図るよう国に働きかけること。 

 

２ 「緊急浚渫推進事業」については、河川の氾濫による浸水被害等を防止するため、

今後も計画的に浚渫を実施する必要があることから、対象事業を拡充し、引き続き十

分な財源を確保するよう国に働きかけること。 

 

３ 令和７年度末に期限を迎える「緊急防災・減災事業」及び「緊急自然災害防止対策

事業」については、全国的な防災・減災事業を確実に実施する必要があることから、

事業期間の延長を図るとともに、対象事業を拡充し、引き続き十分な財源を確保する

よう国に働きかけること。 

 

＜現況・課題＞ 
 我が国は、地震列島であり、急峻な山地や河川が多く、災害が発生しやすい国土でありますが、

近年は大規模な自然災害が頻発・激甚化しており、その被害を最小限に食い止めるため、大震災

やその後の台風・豪雨等災害を教訓とした全国的な防災・減災対策の強化が急務です。 

 

 今後、起こりうる災害に備えた法整備や対策の整備とあわせ、自治体が、防災・減災の公共事

業に柔軟かつ確実に取り組めるような更なる財政支援が必要です。 

 

 また、国土強靭化基本計画に位置付けられた防災・減災、及び第１次国土強靭化実施中期計画

については、頻発・激甚化する災害に対応するため、十分な財源確保が必要です。 
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２ 地方創生の更なる推進 
 

＜提案・要望内容＞ 

１ 人口減少対策の推進 

(1) 都市から地方への移住・交流の推進、多様な地域資源とデジタル技術等を活用し

たイノベーションの推進、起業支援など、ヒト・モノ・カネ・情報の対流を促進し、

地域内での経済循環が促進されるよう、町村を積極的に支援すること。 

地域おこし協力隊制度について、必要な財政支援を拡充・継続するとともに、退

任後の起業支援や地域の伝統産業の事業承継の支援などを拡充すること。 

(2) 若年層を中心とした県外への人口流出の要因について、調査分析を行い、人口流

出の抑制に向けた対策とともに将来にわたり住みたいと想える地域を町村ととも

に創造すること。 

(3) 若者・子育て世代が安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる環境整備を目的

とした地域少子化対策重点推進交付金の拡充や、町村が地域の実情に応じて実施す

る取組みに対する更なる財政支援等の充実を図ること。 

学校給食費の無償化を実施するに当たっては、小学校・中学校の同時実施を前提

とした具体的方策を早期に示すとともに、費用負担については全額国費で措置する

よう国に働きかけること。 

 

２ 効率的かつ効果的な行政サービスの提供に向けた取組み 

(1) 定住自立圏の中心市要件を満たす都市がない圏域において、連携協約を締結して

定住の受け皿づくりに取り組む町村に対する財政支援措置の拡充を図るよう国に

働きかけること。 

(2) 人口減少社会において、行政サービスを持続的かつ効率的に提供していくために

は、自治体間の連携をより一層推進することが有効であることから、専門人材の確

保や事務の共同実施などの方策について、全県的あるいは圏域ごとに丁寧に検討

し、県・市町村の連携・協働による行政体制の最適化に向けた取組みについて具体

化を進めること。 

小規模町村を中心に、土木技師及びデジタル人材等の専門人材の確保が、将来に

わたる課題となっていることから、県と町村間の連携等による専門人材の共同確

保・育成に向けた取組みを強化すること。 
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＜現況・課題＞ 
 我が国においては、急速な少子化が進んでおり、世帯人数の減少や地域社会の活力の低下、生

産年齢人口や労働力人口の減少等から、経済成長へのマイナスの影響や、社会保障に対する現役

世代の負担の増大が懸念されています。 

 人口減少を克服するためには、大都市圏の一極集中を是正し、地方への人口還流を促進するな

ど、国が主導する政策展開と、地方の受け入れ体制の充実が必要不可欠であるとともに、少子化

対策を着実に推進し、結婚、妊娠、出産、子育てにおける切れ目のない支援施策の充実をはじめ、

雇用の安定など、地方の取組みに対する財政支援を充実させることが必要です。 

 

国は令和５年 12月に「こども未来戦略」を決定、令和６年度からの３年間に実施するこども・

子育て応援の強化策を盛り込んだ「こども・子育て支援加速化プラン」を実施しています。 

県においても、令和６年 12月に「信州未来共創戦略」を策定し、若者や女性が活躍できる社会

づくり等に向けて、県、市町村、産業界などが一丸となって全県的に取組みを進めています。 

 

 市町村の行政体制は、広域連合、一部事務組合、機関の共同設置など様々な選択肢の中から、

市町村が最も適した仕組みを自ら選択することが原則ですが、人口減少社会において行政サービ

スを持続的かつ効果的に提供していくためには、業務の効率化に加え、定住自立圏や連携中枢都

市圏といった広域連携、自治体間の連携・協働による専門人材の確保や事務の共同実施などの取

組みを、より一層推進する必要があります。 
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３ 医師の確保 
 

＜提案・要望内容＞ 

１ 地域別、診療科別の医師の偏在を是正するとともに、地域に根差した医師の育成を

図るため、総合診療専門医養成研究資金の活用や、医学生修学資金制度の拡充など医

師を目指す次世代を担う若者への支援体制の強化を図ること。 

また、医師不足に対する相談窓口を各地域振興局に設置するなど町村に対する支援

体制を構築すること。 

 

２ 地方における医師不足は深刻化しているため、定員配置等の規制的手法の導入や、

過疎地域等での一定期間の勤務義務付け、地方の病院勤務で若手医師のスキルアップ

が担保される仕組みなど、医師の診療科偏在・地域偏在を抜本的に解消する体制を早

急に確立するよう国に働きかけること。 

 

３ 産婦人科医、小児科医、麻酔科医の不足は、地方にいくほど深刻度が増すため、ど

こに住んでいても、安心して出産できる環境が保障されるよう、地方の産婦人科医、

小児科医、麻酔科医を確保する仕組みを大学医局と構築するよう国に働きかけること。 

 

＜現況・課題＞ 
 高齢化の進展や疾病構造の変化に伴い、医療サービスに対する需要の多様化、医療技術の高度

化等を背景に、医師の育成、確保が求められています。 

このような中、本県の医師数の状況を見ると、医師総数自体は緩やかに増加していますが、都

市部に医師が集中する地理的偏在が顕著であり、町村等の地域の拠点病院・診療所等において医

師が不足しています。このため、長野県内のみでは医師を賄うことができず、地域医療を維持す

るために、東京・名古屋方面と連携を図って医師の確保に取り組んでいる状況です。 

 

特に産婦人科については、分娩の取扱いが休止となる医療機関が続出するなど、地元の地域で

の出産ができない状況が相次いで発生し、深刻な事態となっており、国において、医師不足地域

に十分配慮したきめ細やかな制度を講じるなど、実効性を高めるような仕組みを早急に構築する

ことが必要です。 

さらに、地域で安心して出産ができるためには、産婦人科医だけでなく麻酔科医、小児科医も

確保していく必要があります。 
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４ 介護保険制度の円滑な実施 
 

＜提案・要望内容＞ 

１ 高齢化による被保険者の増加に伴い、サービス利用者が大きく増加する中、介護保

険制度を安定的に運営するため、国庫負担金割合の引き上げや、普通調整交付金の計

算方法を見直す等、財政基盤の強化を図るよう国に働きかけること。 

  また、介護報酬の改定にあたっては、地域の実情も勘案し町村の意見も踏まえて保

険料に及ぼす影響に留意するとともに、物価高騰、賃金上昇に適切に対応し、給付と

負担の均衡に配慮するよう国に働きかけること。 

 

２ 介護給付費の増加による被保険者の保険料の更なる高騰が懸念されることから、将

来にわたり安定的な制度とするため、国は責任をもって財源を確保するとともに持続

可能な介護保険制度の確立を図るよう国に働きかけること。 

 

３ 介護サービスを支える介護人材の確保のため、介護人材の広域的確保等を行うとと

もに、介護サービス基盤の整備や、外国人介護人材を含めた介護従事者の養成、処遇

改善を行い、離職防止に取り組むよう国に働きかけること。 

 

＜現況・課題＞ 
介護保険制度は、高齢化の進展や制度の定着化とともに利用者が増加し、要介護者の増加によ

る給付費の増大、介護を担う人材不足や保険料負担の増大などの課題に直面しています。 

令和４年現在の県内の介護職員数は 3.8万人で、国の推計によると、2040年には 4.8万人の需

要が想定され、人材不足の深刻化が見込まれています。既に人手不足により、介護施設の稼働率

を 100％にできない地域も顕在化しており、外国人介護人材を含めた介護人材の養成体制確立に

国を挙げて取り組み、人材確保を図る必要があります。 

 

超高齢社会を迎える中、介護離職者ゼロによる一億総活躍社会の実現に向け、同制度が持続し

て運営でき、利用者へ適切なサービスが提供できるよう更なる充実を図るとともに、地域間の介

護サービスの格差が生じないよう、国において所要の措置を講じる必要があります。 

また、県では長野県高齢者プランにおける入職促進、資質向上、定着支援・離職防止の三本の

柱により、資格取得費用の助成や再就職準備金の貸付、介護ロボットの導入補助などの事業を行

っていますが、未だに介護分野の有効求人倍率は高止まりで推移し、現場の人材不足感も継続し

ていることから、継続した事業の実施が求められています。 
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５ 地域経済活性化対策の推進 
 

＜提案・要望内容＞ 

１ 地域経済活性化対策の推進 

(1) 国内外の経済環境のめまぐるしい情勢変化や世界情勢の緊迫化に伴う原油や物

価の高騰、後継者対策、物流問題等によって、地域経済は一層疲弊し深刻な状況が

続いていることから、実情に応じた支援策を展開し、地域経済の回復まで切れ目の

ない対策を講じること。 

(2) 原油価格・物価の高騰により経営が悪化している地域商工業者に対し、金融、税

制、各種補助事業等を継続し、その拡充を図ること。 

 

２ 産業人材の確保 

(1) 地域社会の担い手となる人材の育成を図るとともに、都市との交流、移住・定住

対策、関係人口の創出、多様な主体の協働等によって多様な人材を確保し、地域社

会の活性化を図ること。 

(2) 地方で就労し自立した生活を送りたい方と、人材を求める地方との連携や、就業

面を中心とした相談支援等を行う取組みを推進すること。 

また、地域でスキルアップや起業を目指す方を対象とした支援を強化すること。 

(3) 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に盛り込まれた施策を推進し、共

生社会の実現を図ること。 

また、技能実習の新制度として創設される「育成就労制度」の制度設計に当たっ

ては、地域が必要とする分野において外国人材が活用できるよう国に働きかけると

ともに、外国人労働者の適切な労働条件の確保と安全管理等を徹底すること。 

 

＜現況・課題＞ 

経済は、一部に足踏みが残るものの緩やかに回復しているとされていますが、国際情勢の緊迫

化に伴う原油・原材料や物価の高騰、後継者対策や物流問題等により地域経済は疲弊し深刻な状

況が続いています。複数の要因が重なる深刻な状況において、地域経済を支える事業者等に対す

る事業継続や事業再構築等の支援の実施が必要です。 

 

長野県では、大学進学や就職を契機とした県外への転出が多く、さらに、UIJ ターンする際の

雇用の受け皿が少ないため、人材が大都市に流出しています。 

一方で、コロナ禍を経て、都市部の過密リスクが認識され、テレワーク等による多様な働き方

の増加もあり、地方回帰の機運が高まっています。これを好機として、地方への新たな人の流れ

を創出するため、移住人材と事業者の双方が活用しやすい仕組みづくりを進めることが重要で

す。 

日本で就労する外国人は、令和６年 10 月末時点で約 230 万人と過去最高を記録しています。

外国人が適切に行政サービスを享受し、共に生きる社会の一員として包摂されるとともに、責任

ある社会の構成員としての行動を促すことにより、外国人を含む全ての人が安全・安心に暮らす

ことができる社会を形成していく必要があります。 
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６ 産業振興対策の推進 
 

＜提案・要望内容＞ 

１ 農業・農村施策の推進 

(1) 農村は、農業者を含めた地域住民の生活の場であるとともに、農業の持続的な発

展の基盤たる役割を果たしており、農村政策と農業政策は密接不可分であることか

ら一体的に推進すること。 

(2) 日本型直接支払制度の各事業の実施に当たっては、農業・農村を支える人材の確

保及び事務分担の軽減を図るとともに、地域の実情に応じた交付単価の見直しを行

うなど、安定的に制度を運用できるよう支援策を拡充し、必要な財源を確保するこ

と。特に多面的機能支払交付金については、農地・農業用水路等の保全を推進する

ため、支援策の充実・強化を図り、施設の長寿命化等に対する必要な財源を確実に

確保すること。 

(3) 農業経営の安定的な経営と競争力の強化を図るため、燃料、資材、飼料、肥料等

の価格の急激な高騰により農家の経営が深刻な影響を受けていることから、補填対

策等の拡充を行うこと。 

(4) 新規就農者育成総合対策については、新たに農業を志す全ての人が交付対象とな

るよう、年齢制限等の交付要件の緩和に加え、交付額を拡充し、所要額を十分確保

すること。 

また、一層活用しやすい制度の運用を行うよう国に働きかけること。 

 

２ 森林・林業対策の推進 

(1) 森林整備の着実な推進と荒廃山地の復旧等を図るため、主伐、再造林による適切

な更新を促進するとともに、間伐、路網整備等に必要な森林整備事業予算の拡充を

図ること。 

また、森林整備は傾斜による違いなどで労働生産性が大きく異なるため、自然条

件や社会的条件が不利な地域でも事業が実施できるよう、地域の実情に合わせた支

援の強化を図るとともに、林業事業体への支援及び活用を強化すること。 

(2) 林業の担い手確保のための支援や、労働安全衛生対策の支援を強化し、林業従事

者が安定して働くことができるよう支援を講ずること。 

また、スマート林業を推進するため、低廉な機器の開発及び普及を進めるととも

に、一層活用しやすい環境を整備すること。 

(3) 県産木材の利用を推進するため、公共・公用施設への利用に対する財政支援を拡

充するほか、企業等民間における利用についても促進させること。 

また、地域循環型社会の形成のため、木質バイオマス活用の促進に係る財政支援

を拡充すること。 
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３ 観光振興対策の推進 

(1) 地域への経済波及効果の高い観光産業の活性化に向けて、インバウンド等の多様

な旅行需要に対応できる受入環境を整備するとともに、国内外に対する誘客の強化

を図ること。 

また、観光産業の人材不足解消のために、賃上げにつながる労働生産性向上や外

国人材を含む人材確保への支援を充実させること。 

(2) 観光需要の変化に対応した観光地域づくりなど、町村の特色ある地域資源を生か

した観光振興事業に対する交付金制度の創設など財政支援を図るとともに、山岳高

原等において情報通信格差が生じることが無いよう、通信基盤の整備を促進するこ

と。 

また、自然環境の保全や、地域文化財の保全及び観光事業への活用を図るための

施策に対する財政支援を図ること。 

(3) 自治体所有のスキー場の環境整備を進めるため、観光その他の事業債に対する交

付税措置や幅広い事業者が活用できる補助制度の拡充・創設など地方財政措置の充

実を一層強化するとともに、投資を促進するための施策を実施するよう国に働きか

けること。 

また、冬の観光産業を支えてきた地域のスキー場が、インバウンドも含めたスノ

ーリゾートとして対応できるよう、老朽化した索道施設等の更新・導入等への助成

制度の創設や誘客促進のための情報発信など、事業継続や活性化に向けた取組みに

対する支援を推進すること。 

＜現況・課題＞ 
我が国の農業・農村は、国民に食料を安定供給するとともに、その営みを通じて国土の保全などの

役割を果たしております。しかしながら、食料・農業・農村を取り巻く環境は、国際情勢の不安定化
や気候変動による異常気象の頻発化、人口減少や高齢化等、大きく変化しています。 
また、担い手の減少や高齢化、耕作放棄地の増加等により、農業は危機的状況にあります。新規就

農者の就農後の定着促進を図るとともに、担い手の育成や後継者確保のための環境整備にかかる支援
制度の充実など積極的な施策が求められています。 
農業が今後も持続的に営まれ、安全・安心な食料の安定供給と食料自給率の向上に資するよう、農

地や老朽化した農業用水利施設をはじめ、農村の基盤整備を継続的に行っていく必要があります。 
山林の荒廃を食い止め、森林資源の活用による地域産業の活性化を図るうえで、森林整備は喫緊の

課題となっています。 
主に、森林組合をはじめとした事業体が、森林整備を実施していますが、補助事業の事業単価が低

いため、林業が産業として成り立ちにくくなっており、経営状況が悪化しています。 
そのため、補助事業の事業単価を実態に応じた価額に引上げるとともに、急傾斜地等、自然条件や

社会的条件が不利な地域においても事業が継続できるよう積極的な支援が必要です。 
また、林業従事者は減少傾向で推移しており、既就労者も高齢化が進んでいます。一方、環境問題

への関心や自然志向の高まりを背景にして、若年層の林業への関心が深くなってきており、新規就業
者を定着させていくためには、賃金を引上げるとともに、安全で働きやすく魅力ある職場づくりなど、
林業における働き方改革を行っていくことも重要です。加えて ICT等の先端技術も積極的に活用し、
持続可能な森林整備の体制を構築することが必要です。 
地域の食や景観、文化芸術等の地域資源に対する国内外の評価は着実に高まっており、2024年には

訪日外国人旅行者数が過去最高となるなど、観光産業は地域経済の活性化や雇用創出が強く期待され
る分野となっています。 
観光産業の一層の発展のためには、地域独自の観光資源を活用した観光サービスの高付加価値化が

必要不可欠であるため、地域の特色ある取組みに対する支援を充実させることが望まれます。 
また、長野県は優れたスノーリゾートとして発展してきましたが、近年、趣向の多様化、若年層の

減少などにより県内のスキー産業は低迷が続いております。加えて、近年の雪不足や新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、スキー産業は更なる打撃を受けております。 
このような中、今後もスノーリゾートとしての長野県の魅力を向上させていくため、スキー場を抱

える地域を支援する必要があります。 
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７ 道路の整備促進 
 

＜提案・要望内容＞ 

１ 中部横断自動車道、中部縦貫自動車道、三遠南信自動車道の早期整備を図るよう国

に働きかけること。 

 

２ 地域間の連携強化、交流拡大及び産業の発展に関して重要な役割を担う地域高規格

道路の整備を促進するため、必要な財源を確保すること。 

 

３ 国道 18・19・20・153・158 号の直轄事業を着実に進めるよう国に働きかけるととも

に、県が管理する国・県道の整備及び日常的な維持管理（路肩除草や支障木の伐採等）

が促進されるよう必要な財源並びに人的体制を確保すること。また、安全・観光の面

から歩道・信号機等についても地域の要望に応じた設置を促進すること。 

 

４ 国道、県道及び市町村道の均衡ある整備促進や安全確保を図るとともに、町村が必

要とする道路整備を計画的に実施できるよう、社会資本整備総合交付金及び防災・安

全交付金等については更新を含めた建設・改築が確実に実施できるよう、長期安定的

に必要な財源を確保するよう国には働きかけること。 

また、重点配分の決定に際しては、町村の意見を十分反映するよう国に働きかける

こと。 

 

５ 急峻な地形を通る国道等においては、雨量規制区間が存在し通行止め等が発生する

ことで地域の生活や産業活動に支障をきたしているため、こうした区間の雨量規制の

緩和及び解消に向けた技術的・構造的対策の推進を図るとともに、道路の信頼性向上

のため必要な財源を確保するよう国に働きかけること。 

 

６ 能登半島地震を教訓とし、幹線交通網や緊急輸送路、災害・事故発生時における代

替ルートの整備、及び集落が点在する地域の生活道路の早期復旧・アクセス改善など

の多様な交通経路の確保・改善に向けて、必要な財源を確保し、継続的な支援を行う

こと。 

 

７ 重要物流道路及びその代替・補完路の指定に当たっては、地域の意見を十分に反映

すること。また、指定された該当道路の機能強化及び整備促進のため、補助制度の拡

充等による財政支援を行うよう国に働きかけること。 
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８ 「緊急自然災害防止対策事業」は、道路の法面・盛土の災害防止や構造物の予防保

全、渡河部の橋梁や河川近接道路の流失防止など、町村が実施する防災・減災対策を

柔軟に支援する有効な制度であり、更なる防災・減災・国土強靱化の推進に向け、対

象事業の拡充と財政措置を強化するとともに、制度の延長または恒久化を図るよう国

に働きかけること。 

 

＜現況・課題＞ 
道路は、産業の発展や国民生活の利便性の向上、災害時における緊急輸送や救急医療など、欠

くことのできない重要な社会基盤ですが、長野県内の道路網は未改良区間も多く存在し、そのネ

ットワーク機能が十分発揮されるには至っておりません。 

また、社会資本整備総合交付金や防災・安全交付金の配当額が要望額に満たない状況にあり、

道路建設に当たっての用地買収や橋梁の架橋が計画通りに進まない状況となっています。 

道路網の整備を「費用対効果」で画一的に捉えることなく、地域の実情を十分考慮し、遅れて

いる町村の道路整備を一層推進していく必要があります。 
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８ 河川・砂防施設の整備促進 
 

＜提案・要望内容＞ 

１ 治水は防災・減災の観点において国の重要施策である。町村が堤防強化対策等の事

前防災対策をはじめ、護岸の整備や堆積土砂の撤去、樹木伐採等の流域治水事業を計

画的に実施できるよう、その意義の周知を図るとともに、必要な財源を安定的に確保

すること。 

  また、河川整備計画が策定されていない圏域については、早急に策定を行うととも

に整備計画に基づく事業費を十分に確保すること。 

 

２ 町村が行う防災上必要な準用河川や沢の改修への更なる財政支援等の拡充を図るよ

う国に働きかけること。 

 

３ 砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の整備や深

層崩壊対策など、土砂災害対策等を促進するとともに、必要な財源を確保すること。 

 

４ 土砂災害特別警戒区域内にある災害時要援護者関連施設の安全を確保するため、優

先的・計画的に砂防事業等を推進すること。 

 

５ 老朽化が進む既存の砂防、地すべり、急傾斜施設等の機能回復・向上を図るため、

施設の維持管理に必要な予算を確保し、事業を推進すること。 

 

＜現況・課題＞ 
長野県は、千曲川、木曽川、天竜川等全国有数の河川を有し、河川延長が長いうえ、急峻な地

形と脆弱な地質のため、台風や梅雨、近年多発している局地的集中豪雨などの際には、堤防の決

壊や河川の氾濫により甚大な被害を受ける恐れがあります。 

しかしながら、河川整備費はピーク時に比べ激減しているのが現状であり、住民の生命や財産

を守るため、河川整備は緊急の課題です。また、河川内に自生する雑木の伐採等の維持管理につ

いても、防災上や景観上の観点から伐採等の適切な管理が求められています。 

また、長野県は急峻な地形と脆弱な地質のため、全国的に見て土砂災害危険箇所が多く分布し

ています。 

土砂災害の被害は激甚化の一途をたどっており、今後の気候変動によりさらに深刻化すること

が危惧されているため、土砂災害防止施設の強力な整備促進が求められています。 

 

 




